別表第2(第13条関係)
建築用途
基本料金
超過料金


使用料金算定方式



延べ面積割

処理対象人員割


一般住宅
寮・アパート
1,050円
0円

下記の算定式による処理対象人員
2人目以降1人につき　840円
(算定単位)
m：処理対象人員(人)　※1
A：延べ面積(m2)　※2
P：園児、児童、生徒及び職員数(人)　※3
(算定式)
一般住宅、寮・アパート
m＝世帯人員　※4
店舗、マーケット
m＝0.075A
飲食店
m＝0.72A
医院等
m＝0.19A
集会所
m＝0.08A
その他事務所
m＝0.075A
保育園、学校
m＝0.20P
基本料金＋延べ面積割＋840円×(処理対象人員－1)

事業所等

50m2未満
1,050円





50m2以上100m2未満
2,100円





100m2以上150m2未満
5,250円





150m2以上200m2未満
8,400円





200m2以上
10,500円



保育園、学校

0円




※1　処理対象人員は、小数点以下を切り捨てる。
※2　延べ面積は、公簿又は町の調査資料による(小数点以下を切り捨て)。
※3　園児、児童、生徒及び職員数は、毎年4月末の人員による。
※4　世帯人員数は、毎月1日の住民基本台帳による。
